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令和５年３月 定例教育委員会 会議録 要旨 

 

１ 日 時 

令和５年３月 28 日（火） 

開会 午前９時 30 分  閉会 午前 11 時 10 分 

                           

２ 場 所 

市役所西館 大会議室 

 

３ 出席及び欠席委員 

出席者 大野教育長 荒牧委員 飯盛委員 白木原委員 吉田委員 永野委員 梶原委員  

  欠席者 なし 

 

４ 会議出席職員 

池田教育部長 秀島学校教育担当部長 高塚教育総務課長 楠田保育幼稚園課長 空閑生

涯学習課長 吉岡文化課長 西教育総務課副課長 於保保育幼稚園課副課長 福元生涯学

習課副課長 田久保文化課副課長 土井教育総務課庶務係長  

 

５ 傍聴者   

０名 

 

６ 教育長の報告事項 

 ・コロナについては、５類に移行するので、だんだん動けるような状況になってきていると思う。 

 ・今年度の小中学校の卒業式については、３年ぶりに一部地域の方々にご来賓として出席して子

どもたちの成長した姿を直接見ていただけた。マスクを取ったすがすがしい顔を見ながら、子

どもたちが生き生きと巣立っていく姿を直接見ることができて本当によかったと思っている。 

 ・第１回市議会定例会が先日閉会し、全議案可決承認をいただき、令和５年度が間もなくスター

トをするという状況に来ている。議会が終わっても教育委員会は大きな課題がたくさん山積し

ており、改めて課題の大きさと多さに今後どうしていくかということを考えた時期だった。 

 ・年度末にあたり、人の別れがあって、また４月からの出会いがある。そうした今まで一緒に

やってきた仲間、またはこれから新たに仲間になる人にとって、この節目のときが次につなが

るものであることを願って、新年度を迎えていきたい。 

 ・１日 令和５年第１回市議会定例会が開会 

 ・２日 佐賀バルーナーズの連携協定調印式、子どもサポーター研修会 

 ・３日から８日まで 市議会一般質問 

 ・５日 第 20 回記念のきさらぎ少年剣道大会、小城街道ひなまつり（最終日） 

 ・８日、９日 県立高校一般選抜入試 

 ・９日 市議会議案質疑 

 ・10 日 小城市立中学校・芦刈観瀾校卒業式 

 ・10 日、15 日 臨時小中学校校長会 

 ・13 日 学校運営支援室協議会連絡会議 

 ・14 日 文教厚生常任委員会 

 ・16 日 晴田幼稚園、三日月幼稚園卒園式 

 ・17 日 小城市立小学校卒業式 

 ・18 日 小城市市民栄誉賞表彰式、本野克彦コレクション展オープニングセレモニー 
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 ・19 日 第 28 回小城少年少女合唱団定期発表会 

 ・22 日 社会教育委員の会議・教育委員との意見交換会 

 ・23 日 第１回市議会定例会閉会、市内石仏等確認（盃状穴） 

 ・24 日 小中学校修了式・辞任式、公立保育園卒園式（小城、砥川） 

 ・27 日 転入者事前説明会（各小中学校） 

 ・28 日 定例教育委員会、幼児教育・保育ネットワーク会議 

 （以下予定） 

 ・31 日 退職辞令交付 

 ・４月３日 辞令交付式、年度始め式、教職員赴任式 

 ・４月７日 小城市立小中学校始業式 

 ・４月 11 日 小城市立中学校・芦刈観瀾校入学式 

 ・４月 12 日 小城市立小学校入学式 

 

【結果】 

 承認 

 

７ 議 事 

 第１議決事項 

【会議録】 

教育委員会の会議録について（公開） 

 

【結果】 

 承認 

 

【議案第 28 号】 

小城市教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則 

◇教育総務課長が説明 

提案理由は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、小城市教育委員会が取り扱う個人

情報の保護に関する規則を制定する必要があるため。 

  法律改正に伴い、市の条例も今回新しく制定をしている。資料の空欄に小城市個人情報保護に

関する法律施行条例が令和５年小城市条例第１号、小城市長が取り扱う個人情報の保護に関する

規則は令和５年小城市規則第 26号と記入をお願いする。 

 

【結果】 

 承認 

 

【議案第 29 号】 

小城市教育委員会防犯カメラの設置及び管理に関する要綱の一部を改正する告示 

 ◇教育総務課長が説明 

  提案理由は、個人情報の保護に関する法律の改正等に伴い、防犯カメラの画像のデータの取扱

いなどの規定を改正する必要があるため。 

  第１条は小城市個人情報保護条例が廃止されたことに伴い、「個人情報の保護に関する法律及

び小城市個人情報の保護に関する法律施行条例に定めるもののほか」に改正を行っている。 

  第２条の定義について、第３号に「画像データのうち、特定の個人が識別され、又は識別され

うる情報をいう。」を追加している。 
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  第３条は防犯カメラの設置等、第４条は設置者の責務を追加。 

  第５条は管理責任者と運用責任者の条文を追加し、別表を整理した。 

  第６条から第９条までは、管理責任者や運用責任者のデータの取扱いについて整理した。 

  第 10 条は、画像個人情報の取扱いについて条文を新たに規定した。 

 

【結果】 

 承認 

 

【議案第 30 号】 

小城市社会教育委員の委嘱について 

◇生涯学習課長が説明 

  提案理由は、社会教育委員の任期が令和５年３月 31 日をもって満了することに伴い、社会教

育法第 15条第２項及び小城市社会教育委員条例第２条第２項に基づき提出するもの。 

  12 名の委員のうち８名を記載している。任期は、令和５年４月１日から令和７年３月 31 日ま

での２年としている。 

 残りの４名、小城市校長会からの２名、小城市ＰＴＡ連絡協議会からの２名については４月以

降にそれぞれ選出をいただき、４月又は５月の定例教育委員会で報告する。 

 

【結果】 

 承認 

 

【議案第 31 号】 

小城市立歴史資料館協議会委員の任命について 

◇文化課長が説明 

  提案理由は、小城市立歴史資料館協議会委員の任期が令和５年３月 31 日をもって任期満了す

ることに伴い、後任の委員を任命する必要があるため。 

  ７名の委員のうち６名は、再任をお願いしている。 

  残り１名は、人事異動が関係するため、確認後、今後委員として活動できないということであ

れば、教頭会に依頼して選出をお願いし、次回の定例教育委員会で報告する。 

  任期は、令和５年４月１日から令和７年３月 31日までの２年間となる。 

 

【結果】 

承認 

 

【議案第 32 号】 

小城市立中林梧竹記念館協議会委員の任命について 

◇文化課長が説明 

 提案理由は、小城市立中林梧竹記念館協議会委員の任期が令和５年３月 31 日任期満了するこ

とに伴い、後任の委員を任命する必要があるため。 

８名の委員全員、再任をお願いしている。 

  任期は、令和５年４月１日から令和７年３月 31日までの２年間となる。 

 

【結果】 

 承認 
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【議案第 33号】 

小城市文化財保護審議会委員の任命について 

◇文化課長が説明 

 提案理由は、小城市文化財保護審議会委員の任期が令和５年３月 31 日をもって任期満了する

ことに伴い、後任の委員を任命する必要があるため。 

委員５名のうち４名は、再任をお願いしている。 

残り１名は、人事異動が関係するため、確認後、今後委員として活動できないということであ

れば、県に選出をお願いし、次回の定例教育委員会で報告する。 

任期は、令和５年４月１日から令和７年３月 31日までの２年間となる。 

 

 

【結果】 

 承認 

 

【議案第 34 号】 

小城市民図書館協議会委員の任命について 

◇文化課長が説明 

提案理由は、小城市民図書館協議会の委員の任期が令和５年３月 31 日をもって任期満了する

ことに伴い、後任の委員を任命する必要があるため。 

  委員９名のうち６名は、再任をお願いしている。 

  残り３名は、異動等により代わられるということで、今後、園長会、校長会等でお願いし、次

回の定例教育委員会で報告する。 

  任期は、令和５年４月１日から令和７年３月 31日までの２年間となる。 

 

【結果】 

承認 

 

第２ 報告事項 

【報告第 43 号】小城市生涯学習推進計画の策定について 

◇生涯学習課長が説明 

  平成 30 年３月に策定した現生涯学習推進計画が今年３月をもって計画期間が満了となるため

令和４年度に市民アンケートを取り、５年前と比較、検証、今後５年間の展望、取組等について

取りまとめを行った。 

  その後、社会教育委員の会議で素案についてご協議いただき、令和５年１月 20 日から２月 20

日までパブリックコメントを実施し、原案のまま小城市生涯学習推進計画の策定について、先日

の社会教育委員の会議で承認いただいたため、報告する。 

  令和５年度から５年間、本計画に沿って事業等に取り組んでいく。 

 

【結果】 

 了承 

 

【報告第 44 号】 

小城市民図書館、小城市立中林梧竹記念館及び小城市立歴史資料館の特別開館及び特別休暇につ

いて 
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◇文化課長が説明 

 報告理由は、市民の利用促進及び職員の勤務体制の見直しを行うため、特別に開館及び休館を

設定するもの。 

  利用促進につなげるための開館日として、規則上ではこどもの日と文化の日の翌日とその他の

祝日が休館となっているが、利用者が多い土曜日、日曜日につきましては利用促進のため特別に

開館をする。 

  また、小城市民図書館のみになるが、職員の勤務体制の見直しにより、規則上では休館日と

なっていないが、こどもの日及び文化の日の翌日の振替を別日に設けさせていただく。 

 

【結果】 

了承 

 

８ その他 

（１）教育委員会の共催及び名義後援事業について 

◇教育総務課庶務係長が説明 

 ①牛津赤れんが会「佐賀にわか座長大会」後援申請 

 ②能古島青少年育成協会「2023 年 夏 「能古島自然教室」」後援申請 

 ③企業組合劇団風の子九州「劇団風の子九州 ５月５日こどものげきじょう「なるほ堂ものがた

り」公演」後援申請 

 ④株式会社佐賀新聞社「魔法の美術館 見て、触れて、遊ぶ、新感覚の体験型ミュージアム。」

後援申請 

 ⑤佐賀県中学校体育連盟「令和５年度佐賀県中学校総合体育大会（バドミントン競技）」共催申

請 

 以上、共催１件、後援４件承認で報告する。 

 

【結果】 

 了承 

 

（２）令和５年度 定例教育委員会開催日程（案）について 

◇教育総務課長が説明 

令和５年度の定例教育委員会の開催予定は、配布している表のとおり。 

正式には毎月の定例の教育委員会の中で次回の日程の確認し、決定する。 

 

【結果】 

 了承 

 

（３）令和５年度 教育委員会部局 辞令交付式等スケジュールについて 

◇教育総務課長が説明 

  令和５年度教育委員会部局の辞令交付式等のスケジュールを配布しているが、教育委員の皆さ

んに出席いただく部分は、４月３日月曜日９時 15 分からの教育委員会年度始め式と 16 時からの

教職員赴任式。参加をお願いする。 

 

【結果】 

 了承 
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（４）星厳寺の楼門について 

◇文化課長が説明 

  小城町の星厳寺の楼門に鯱瓦があり「あ」と「うん」の鯱がある。この「あ」のほうが平成 30

年の台風で落下し壊れた。それに伴い令和４年から修復し、令和５年に完成したが、先日、楼門

に乗った。また、楼門の周りのフェンスが金網で囲っていたが、今回、下を通れるように、また

景観上も見て美しいということで、フェンスをロープに変更した。修復が終了した報告と、ぜひ

教育委委員の皆様にもみていただきたいと思い、報告させていただいた。 

 

【結果】 

 了承 

 

９ 次回定例教育委員会開催日程及び場所 

 ◇定例会 

  【日 時】 ４月 27 日（木） 午前９時 30 分～ 

  【場 所】 小城市役所 西館２階 大会議室 

 

10 議事【非公開】 

第１ 議決事項 

【会議録】 

 教育委員会の会議録について（非公開）                 【承認】 

【議案第 35 号】 

 教育委員会事務局職員の人事異動について                  【承認】 

  第２ 報告事項 

【報告第 45 号】 

 就学援助の認定について                        【了承】 

【報告第 46 号】 

 特別支援就学奨励費の認定について                   【了承】 

 


